
「一ツ樋ポンプ場外耐震診断調査業務委託」の質問に対する回答 
上下水道計画課 

 
No. 質問事項 回  答 

1 
作業人工算定のため、構造物の概要が分かる図
面の提供をお願いします。 
 

別紙をご参照ください。 

2 

下水道施設の耐震対策指針と解説（2025年）に
したがって検討した結果、レベル2地震動に対
し、タイプⅠ、タイプⅡの2種類の解析が必要と
なった場合、変更対象となりますか。 
 

本業務に含めており、変更対象となりません。 

3 
委託対象施設の断面図をご提示願います。 
 

別紙をご参照ください。 

4 

耐震診断検討の項で、「必要に応じて耐震性能
２ʼに対する検討を⾏うものとする。」と記載が
ありますが、必要となった際は、この項目は設
計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 
 

本業務に含めており、変更対象となりません。 

5 

提示いただいている図面では施設の断面形状が
不明確であるため、各施設の各階平面図と断面
図を提示頂けないでしょうか。 
 

別紙をご参照ください。 

6 

既設躯体調査に係る試験費は、「橋梁補修設計業
務標準積算基準書(令和7年7月)広島県」5頁の各
種試験費等(コンクリート部材関連)を適用され
ていますでしょうか。 
 

その通りです。 

7 

流入管底深度に係る補正については、３施設と
も流入管路が浅い場合の補正率を用いると理解
してよろしいでしょうか。 
 

その通りです。 



8 

特記仕様書、（４） その他検討等、に「必要に
応じて耐震性能２ʼに対する検討を⾏う」と記載
されていますが、変更（増額・工期延期）の対
象であるとの認識で合っていますでしょうか。 
 

本業務に含めており、変更対象となりません。 

9 

対象施設の断面図を提示いただけないでしょう
か。 

別紙をご参照ください。 

10 

一般調査の試験費単価について、広島県の橋梁
補修設計業務標準積算基準書（R7.7.1以降適
用）に掲載されております各種試験費等の単価
が適用されているのでしょうか。違う場合、参
考とすべき資料をご教示下さい。 
 

その通りです。 

11 

一般調査の旅費交通費の率区分は、地質調査業
務が適用でよろしいでしょうか。また、算出対
象はレベル１の一般調査でよろしいでしょう
か。 
 

その通りです。 

12 

下水道施設設計について、施工単価表の全体割
増は、下水道用設計標準歩掛表に準拠し割増率
がかかるものと理解してよろしいでしょうか。
違う場合、準拠すべき資料についてご教示下さ
い。 
 

その通りです。 
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